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教育委員会議会議録［詳細］は、市役所１号館２階の市政資料室で公開して

います。 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

   佐 倉 市 教 育 委 員 会 会 議 録［会議概要］ 

 

平成２８年１０月教育委員会会議：臨時会 

 

期  日  平成２８年１０月３日（月） 開会 午後７時３０分 

閉会 午後７時４２分 

 

会  場  １号館３階会議室 

 

出 席 者  茅野 達也 教育長    関山 邦宏 教育長職務代理者 

田邉 俊彦  委員     菅谷 義範 委員 

熊倉 夏子 委員 
 

 

傍 聴 者  なし 

 

出席職員  教 育 長 茅野 達也(再掲) 教 育 次 長  上村 充美 
      教育総務課長 蜂谷  匡    学 務 課 長 佐久間保男 

       指 導 課 長 諸根 彦之     社会教育課長  檜垣 幸夫 

       文 化 課 長 鈴木 千春                      
事 務 局  教育総務課教育総務班長 鈴木 康二      教育総務課教育総務班 加藤 昌紀 

 

 

〈 会議概要 〉 

 

１ 教育長開会宣言 

  

２ 報告事項 

教育総務課長より報告 
・茅野教育長と熊倉委員の任命について報告する。 
 このたび平成 28 年９月 28 日の佐倉市議会定例会において市議会から

同意をいただき、平成 28 年 10 月１日付で市長より保護者委員として熊

倉夏子様が任命を受けられた。任期は、平成 28 年 10 月１日から平成 32
年９月 30 日までの４年間である。熊倉委員におかれては、公募により選

任されました保護者委員として新たに佐倉市教育委員会の一員にご就任

されたところである。 
 続いて、同市議会定例会において、市議会から同意をいただき、平成

28 年 10 月２日付で市長より新たな教育委員会制度における教育長とし
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て茅野達也様が任命を受けられた。任期は、平成 28 年 10 月２日から平

成 31 年 10 月１日までの３年間である。 
 茅野教育長におかれては、委員の皆様もご存じのとおりではあるが、

前教育長の退任に伴い、平成 25 年４月から教育委員並びに教育長として

の職責を果たしていただき、このたび新たな教育委員会制度における教

育長としてご就任されたところである。 
  

３ 議席の指定について 

 

 ４ 教育長職務代理者の指名について 

   ・関山委員を教育長職務代理者に指名 

 

５議決事項 

教育長より議決事項１件の上程 

議案第１号 佐倉市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

教育総務課長より上程議案の説明 

内容： 佐倉市教育委員会においても、10 月から新たな教育委員会制度の運用を

開始することとなった。今回の教育委員会制度改革の趣旨としては、教育

行政における責任体制への明確化、迅速な危機管理体制の構築、市長との

連携強化など教育委員会として取り組むべき課題が示されている。また、

教育委員会制度改革の大きなポイントとして教育委員会の審議の活性化が

非常に重要となってくることから、委員の皆様と教育委員会会議の議事進

行について協議を重ねたところ、旧制度と同様な形で議事を行うようにす

ることが教育委員会の審議の活性化につながるものだという考えに至っ

た。そのことから、教育委員会会議の議事進行については教育長が指名す

る委員も担うことができるよう改正し、また委員が発議した場合の議案の

修正や議事の運営に関する動議について教育長も行うことが可能となるよ

う規則改正を行おうとするものである。 
    続いて、施行日については、本日の教育委員会会議で議決されました後

に公布の日から施行する予定である。 
    最後になるが、本議案に伴う意見公募手続については、佐倉市行政手続

条例第４条第３項第１号に規定する所掌事務の範囲、その他の組織につい

て定める規則等に該当することから意見公募手続は行わないこととする。 
    

≪議決事項についての質疑概要≫ 

質疑なし 
 

≪議決結果≫ 

可決 

 

６ 教育長閉会宣言 

 


